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横浜市新型インフルエンザ対策本部会議における対応方針について（通知）

　新型インフルエンザに係る感染防止対策につきまして、種々御配慮いただいており感謝申し上げます。

さて、本日、横浜市では新型インフルエンザ対策本部会議を開催し、今後の対応方針について、別添のとおり決定しましたのでお知らせします。６月19日に国において「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針（改定版）」が公表されましたが、本市における対応方針の骨子は次のとおりです。

○利用者や職員等が発熱した場合は、従来どおり発熱相談センターにご相談ください。
（現在、設置している19か所の発熱相談センターを健康福祉部（※健康福祉局健康安全課）１か所に集約しますが、その際は、本市ホームページに掲載します。）

○今後、一般医療機関で診療ができるよう医療関係団体と調整していくこととし、それまでの間、18か所の発熱外来は継続します。

なお、日中活動系サービスについては、集団感染の可能性が高い場合、必要に応じて本市から臨時休業を要請することがありますので、あらかじめ御了承願います。

その他、入所施設や訪問系サービスについては、引き続き感染防止対策を徹底のうえ、サービスを継続していただきますのでよろしくお願いします。

新型インフルエンザに関する最新の情報は、次のホームページでご確認ください。

横浜市http://www.city.yokohama.jp/front/welcome.html
厚労省http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
連絡先  障害企画課　電話　671-3603
障害福祉課　電話　671-2401
　　　　障害支援課  電話　671-3565
 　　　 ＦＡＸ（共通）　　671-3566
平成２１年６月２５日
第７回　横浜市新型インフルエンザ対策本部会議で決定した対応方針１０項目
１　感染者の入院措置について　
　　原則として、患者の方は自宅療養とし、健康観察を行います。
　　また、重症化する可能性がある患者については入院措置とします。
２　発熱相談センターについて
　　現在、設置している19か所の発熱相談センターを健康福祉部（※健康福祉局健康安全課）１か所に集約します。
３　発熱外来について
　　今後、一般医療機関で診療ができるよう医療関係団体と調整していくこととし、それまでの間、18か所の発熱外来は継続します。
４　ＰＣＲ検査について
　　検体のＰＣＲ検査は、これまでの一日３回を２回とします。また、今後の検査対象の範囲については、国と協議していきます。
５　市立学校における予防措置について
　　各家庭から提出していただいている検温票については、各学校の実情に応じて弾力的に取り扱うものとし、引き続き、うがい、手洗いの励行と健康観察について指導を徹底します。
６　学校等の休校について
　　集団感染の可能性が高い場合は、必要に応じて、学級閉鎖、学年閉鎖、学校休校等の措置をとります。
７　保育施設の休業について
　　集団感染の可能性が高い場合に限り、必要に応じて、市立保育園を休園とし、私立の保育園には休園を要請します。
８　高齢者通所施設等の休業について
　　集団感染の可能性が高い場合は、必要に応じて、事業者に対して臨時休業を要請します。
９　職員の海外渡航について
　　諸外国での感染拡大の状況を踏まえ、特段の延期は行わないが、職員１人ひとりが自覚と責任を持って感染防止対策に努めるよう注意喚起します。
10　感染予防策について
　　うがい、手洗い、咳エチケットのほか、庁舎への消毒用アルコールの設置などの感染予防策については、今後も継続して実施します。









